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凡 例

今 回 変 更

変 更 前

既 決 定

廃止

内守谷町３号生産緑地地区

区 分

地区名

面 積

理 由

生産緑地法第10条の規定に
基づく買取り申出に伴い，生産
緑地法上の制限が解除された
ため

約0.09ha

新規

天満町８号生産緑地地区

区 分

地区名

面 積

理 由
生産緑地法第３条の規定に基
づき生産緑地への新規指定と
するため

約0.12ha

㊿㊿
㊾㊾

㊼㊼

㊴㊴

㉟㉟㊲㊲

㊷㊷

㊸㊸

㊻㊻

㊶㊶

㊱㊱

㉞㉞
㉝㉝㉜㉜

㉛㉛
㉚㉚

㉙㉙
㉗㉗
㉘㉘

0829
テキストボックス
(案）




